
令和７年１１月１９日（水）１０時３０分から１４時３０分

第一部 農林水産分野における知的財産の保護・活用研修会（10時30分～12時）

●「守りの知財」と「攻めの知財」~知財保護対策と知財活用のこれから～

●農研機構における知的財産マネジメントの紹介

第二部 地理的表示(GI)保護制度研修会（13時～14時30分）

●GI保護制度の概要と申請のポイント

●GI登録産品の取り組み事例 ‐東根市の「東根さくらんぼ」‐

※研修会終了後、希望する方を対象にGI個別相談会（1組20分程度）を
実施します。（要事前申込み、現地のみ。）

GI登録をお考えの方、GIを活用した販路拡大に興味のある方など産地の事情に応じて
個別に相談をお受けします。参加希望の方は別紙、参加申込書に○をつけてください。

主催 福島県

会場

日時

福島県農業総合センター 多目的ホール
（郡山市日和田町高倉下中道116 ※駐車場あり）

内容

参加申込

知って、守って、使う！

農林水産業の「知的財産」
～福島ならではの農林水産物等ブランド力強化研修会～

講演内容については裏面をご覧ください。

申込書のダウン
ロードはこちら
から。

WEB申込みは
こちらから。

申込期限 令和７年１１月１２日（水）１７時まで

（事前質問ある場合 令和７年１１月５日（水）１７時まで）

● 県のWebページから直接インターネットで申込み、もしくは
別紙の参加申込書に必要事項を記入の上、電子メールま
たはＦＡＸで申込みください。参加費は無料です。

● Web参加をご希望される方は、申込みの際にメールアド
レスを記載願います。記載いただくメールアドレスに、後日
ZoomのURLをお送りします。

Web参加もOK！

片方だけの
参加もOK！

研究員向け
一般参加も

OK！

行政職員、
生産団体向け
一般参加も

OK！

（開場１０時から）

農林水産分野の「知的財産」には、品種や商標のみならず、ロボット、AI、IoT等
の情報通信技術活用や農林水産物における地域ブランド、GIなどが含まれ、農
林水産業の生産振興に携わる人には必須の知見です！ 初めての方にも分かり
やすく紹介します！



電子メール ryutsu.aff@pref.fukushima.lg.jp
Ｆ Ａ Ｘ ０２４－５２１－７９４４
事 務 局 福島県農林企画課 （電話024-521-8041）

農産物流通課（電話024-521-7377）

問い合わせ先

講演内容

日本地理的表示協議会 GIアドバイザー 福島・山形担当
横田 純子 氏

第一部 農林水産分野における知的財産の保護・活用研修会
(10時30分～12時)

第二部 地理的表示(GI)保護制度研修会（13時～14時30分）

地理的表示(GI)保護制度とは

その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の
名称を、地域の知的財産として保護する国の制度です。

全国では神戸ビーフ、市田柿、夕張メロンなど161産品、福島県内では南郷トマトや会津地鶏など7産品が登録され
ています。(R7.9月時点)

国家間の国際約束によっても海外における地理的表示の保護の実現が可能で、現在、欧州連合(EU)では伊達のあ
んぽ柿やたむらのエゴマ油などを含む121産品、英国では59産品が相互保護対象となっています。(R7.3月時点)

地理的表示（ＧＩ）保護制度の概要や制度の他、登録要件や申請の際に注
意するポイント等について講演いただきます。

日本地理的表示協議会

[GI登録産品の取り組み事例]
山形県東根市 経済部ブランド戦略推進課
課長 深瀬 由昭 氏

全国１位のさくらんぼ生産量を誇る東根市で生産される「東根さくらんぼ」。
平成２９年のＧＩ登録以降、各所との連携による多様なＰＲ等の取り組み
により、認知やブランド力が向上。
さらに、タイ等で試食販売を通したＰＲを行う等、海外輸出の取り組みも積極
的に実施しています。

「守りの知財」と「攻めの知財」~知財保護対策と知財活用のこれから～

(国研)農業・食品産業技術総合研究機構 本部知的財産部部長 桑名 芳彦氏

【内容】

【講師】

東根市提供

農林水産分野の知的財産を「守り」と「攻め」の両面から学ぶ研修会です。農林水産省・
特許庁から講師を招き、制度や活用事例を通じて、研究成果を収益や新たな開発へと結び
つける「知的財産サイクル」の考え方を学びます。

農林水産省 輸出・国際局 知的財産課 種苗企画班 課長補佐 山田 麻衣子 氏

経済産業省 特許庁 総務部普及支援課 産業財産権専門官 青木 貴美子 氏

【対象】 農林水産関係の研究員、品種開発や特許技術等に興味がある方

農研機構における知的財産マネジメントの紹介

【講師】

先行事例として農研機構の知的財産マネジメントについて、紹介します。【内容】

県、市町村、生産者団体、及びGI保護制度に興味のある方【対象】


